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税務訴訟資料 第２５８号－１（順号１０８５９） 

山形地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消請求事件 

国側当事者・国（山形税務署長） 

平成２０年１月１５日棄却・控訴 

 

判 示 事 項  

(1) 県が納税者から土地を取得したのは緊急道路整備事業工事の用に供するためであって、県は当該

土地上の居宅を取得していないこと、納税者と県との間で締結された建物等の移転補償に関する契約

書にも建物移転補償金が移転料である旨明示されていること、県の補償基準の規定によれば、県が公

共事業のために土地を取得する場合、その土地上にある建物等については移転に要する費用を補償す

るのが原則となっていることなどに鑑みれば、県が納税者に支払った建物移転補償金は、収用する土

地上にある建物を移転するのに要する費用を補償するものであって、当該建物の対価として支払われ

たものとは認められない。そして、当該建物移転補償金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業

所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額のいずれにも該当せず、しかも一

時の所得で労務その他の役務の対価としての性質を有しないものであることが明らかであるから、そ

の金額は、一時所得にかかる総収入金額に算入すべきであるとされた事例 

(2) 収用等により取得した建物移転補償金等に対する租税特別措置法３３条（収用等に伴い代替資産

を取得した場合の課税の特例）の適用関係 

(3) 収用された土地の上にあった居宅は、第三者に譲渡された後、取り壊されることなく、当該土地

から当該第三者の土地に曳行移転され、現在も同土地上に存在しており、建物自体の資産価値は失わ

れていないから、当該建物を移転するのに要する費用を補償するため交付された建物移転補償金につ

いて、建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金に該当するとして租税特別措置法３３条に定め

る特例の適用を認めることはできないとされた事例 

(4) 青色申告に対する更正通知書に理由の付記を要する所得の範囲 

(5) 納税者が青色申告の承認を受けていたのは、不動産所得及び事業所得についてであって、青色申

告の承認を受けていない譲渡所得及び一時所得に関する処分に係る更正通知書に更正の理由が付記

されていなくても、違法ではないとされた事例 

(6) 理由付記のない更正処分は憲法３１条が定める適正手続の保障の趣旨に反するとの納税者の主張

が、行政処分については、憲法３１条による適正手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、

それぞれの行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に事前に告知、弁解、

防御の機会を与え、事後に理由を提示するなどの一定の手続を必要とするものではないところ、国税

に関する法律に基づく処分は、主に申告納税制度が採用されているため、多数の申告納税者に対して

各年又は各月毎に反復して行なわなければならないという特殊性を有しており、更正処分についても、

その例外ではなく、比較的大量の事案を限られた人員で短期間のうちに行うことが要請されており、

単に納税者の利益の保護の観点からすべての更正処分に理由の付記を要求すれば、迅速で能率的な課

税行政の遂行を妨げることになることから、法は、納税者の利益保護と課税行政の迅速で能率的な遂

行の要請を調整するため、青色申告の普及を促進する点も考慮して、更正処分の際の理由付記を青色

申告に限定して要求したものと解され（国税通則法２８条２項、所得税法１５５条２項、法人税法１

３０条２項）、青色申告以外の申告に係る更正処分について理由付記を要求しないことにも相応の合
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理性が認められるから、理由付記のないことの故をもって直ちに、更正処分が適正手続の保証を定め

る憲法３１条の法意に反するということはできないとして排斥された事例 

(7) 理由付記のない更正処分は憲法２９条が定める財産権の保障の趣旨に反するとの納税者の主張が、

日本国憲法は、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを定め（憲法３

０条）、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを

必要としており（憲法８４条）、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、すべて法律で定めなければ

ならないのと同時に法律の定めるところに委ねられていると解される上、上記のとおり、青色申告以

外の申告に対する更正処分をするに当たり、理由の付記を要しないとすることにも相応の合理性が認

められるから、所得税法が青色申告以外の申告に対する更正処分に係る更正通知書に理由の付記をし

なければならない旨規定しないことが憲法２９条１項に違反しているとはいえないとして排斥され

た事例 

(8) 理由付記のない更正処分は行政手続法１４条（不利益処分の理由の提示）に違反するとの納税者

の主張が、国税通則法７４条の２第１項によれば、国税に関する法律に基づき行われる処分及び公権

力の行使に関する法律行為については、行政手続法第３章の規定は適用されない旨規定されていると

ころ、更正処分は国税通則法２４条に基づき行われる処分であるから、不利益処分の理由の提示につ

いて定めた行政手続法１４条は適用されないとして排斥された事例 

判 決 要 旨  

(1) 省略 

(2) 土地を収用されたり、収用権を背景にした土地の買収に応じて、起業者からその土地の上にある

建物の移転に要する費用の補償を受けた者が、当該建物を取り壊して代替資産を取得した場合には、

租税特別措置法３３条の趣旨に照らし、当該補償金について、当該建物の対価又は建物自体の損失に

対する補償金に該当するものとして、同条に定める課税の特例の適用を認めるべきである。 

(3) 省略 

(4) 所得税法１５５条２項（青色申告書に係る更正）が、更正に係る理由付記につき、青色申告と白

色申告とによって差異を認めているのは、同法が青色申告書提出承認のあった所得については、その

計算を法定の帳簿書類に基づいて行なわせ、その帳簿書類に基づく実額調査によらないで更正される

ことのないように保障している関係上、その更正にあたっては、特にそれが帳簿書類に基づいている

こと、あるいは帳簿書類の記載を否定できるほどの信憑力のある資料によったという処分の具体的根

拠を明確にする必要があり、かつ、それが妥当であるとしたからにほかならず、そうであるとすれば、

更正理由の付記は、法定の帳簿書類に基づいて計上される青色申告書提出承認のあった所得について

更正のあった場合に限られるべきであって、青色申告に対する更正であっても、それ以外の部分に関

する場合には、白色申告に対する更正と同様に処理すれば足り、更正通知書に理由の付記を要しない

ものであると解すべきである。 

(5)～(8) 省略 

 

判 決 

原告         甲 

同訴訟代理人弁護士  長岡 壽一 

同補佐人税理士    渡邊 修孝 

被告         国 
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同代表者法務大臣   鳩山 邦夫 

処分行政庁      山形税務署長 

           佐藤 恒夫 

被告指定代理人    市木 政昭 

同          斎藤 文雄 

同          林 広光 

同          小島 一俊 

同          東海林 秀一 

同          多田 誠 

同          後藤 武志 

同          佐藤 久実 

 

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 山形税務署長が原告に対して平成１７年３月４日付けでした原告の平成１４年分の

所得税の更正処分のうち、所得金額２５５万６８５０円及び納付すべき税額６万３２０

０円をそれぞれ超える部分を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、総合長期譲渡所得の額が８０万８５００円、一時所得の額が１７４万８３５

０円になるとした原告の平成１４年分の所得税の修正申告について、山形税務署長が、

更正の理由を付記することなく、総合長期譲渡所得の額が７５万５５７５円、一時所得

の額が３４８６万８８５０円であるとして更正処分（以下「本件処分」という。）をし

たところ、原告が本件処分の取消しを求めた事案である。 

２ 関係法令の定め 

(1) 租税特別措置法（平成１５年法律第８号による改正前のもの。以下「措置法」と

いう。）３３条１項は、個人の有する資産で、同項各号に規定するものが当該各号に

掲げる場合に該当することとなった場合において、その者が当該各号に規定する補償

金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産を取得した

ときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対

価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額以下である場合には、当該

譲渡した資産の譲渡がなかったものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取

得価額を超える場合にあっては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当する

ものとして政令で定める部分について譲渡があったものとして、措置法３１条（措置

法３１の条の２、３１条の３の規定により適用される場合を含む。）若しくは３２条

又は所得税法（平成１５年法律第８号による改正前のもの。）３２条若しくは３３条
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の規定を適用することができる旨規定している。 

 措置法３３条１項２号は、資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の

規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を

取得するときには、同項の規定が適用できる旨規定している。 

(2) 措置法３３条３項は、個人の有する資産が同項各号に掲げる場合に該当すること

となった場合には、措置法３３条１項（同条２項において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、第１号の場合にあっては同号に規定する土地等、第２号の場

合にあっては同号に規定する土地の上にある資産については、収用等による譲渡があ

ったものとみなし、この場合において第１号又は第２号に規定する補償金又は対価の

額をもって、第１項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす旨規定している。 

 措置法３３条３項２号は、措置法３３条１項２号等の規定に該当することとなった

ことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、

取壊し又は除去をしなければならなくなった場合には、同項の規定が適用できる旨規

定している。 

３ 前提事実（証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。） 

(1) 原告は、不動産仲介業、農業及び不動産貸付業を営んでおり、不動産所得及び事

業所得について青色申告の承認を受けていた。 

(2) 原告の平成１４年分の事業所得の金額は、営業所得の損失４５万９７１５円及び

農業所得の損失４万６８９４円の合計額５０万６６０９円の損失であり、不動産所得

の金額は、０円であり、雑所得の金額は、４万９０９６円である。 

(3) 原告は、山形市に対して、平成１３年１１月２８日付けで、山形市の土地（うち

原告持分１０分の７）を、共有者である乙とともに２４０２万７８００円（うち原告

持分相当額１６８１万９４６０円）で売却し、原告持分相当額として同年１２月２７

日に１１７７万３１６０円、同１４年３月１４日に５０４万６３００円を受領したが、

資産の取得費が２１０１万１２００円、資産の譲渡に要した費用が４２万７０００円

であったため、分離長期譲渡所得（一般分）に係る譲渡損益は、４６１万８７４０円

の損失となる。 

(4) 原告は、山形県東村山郡の土地、同土地にある居宅（以下「本件居宅」という。）

及びその附属建物である物置・車庫（以下「本件物置・車庫」という。）を所有し、

同所に居住していた。 

 原告は、山形県に対して、平成１３年１２月７日付けで、６０２番の土地９０９．

８１平方メートルのうちの一部１７１．９３平方メートルを４８１万４０４０円で売

却し、６０２番の土地９０９．８１平方メートルが同月２７日付けで６０２番の土地

７３７．８７平方メートル及び６０２番３の土地１７１．９３平方メートル（以下「本

件土地」という。）に分筆され、本件土地について、平成１４年１月１０日付けで所

有権移転登記がなされた。 

 原告は、山形県との間で、平成１３年１２月７日、原告が本件土地に存する物件を

移転し、同県が原告に対して譲渡によって生じた原告所有の建物等の移転及び損失の

補償として、建物移転補償金（以下「本件建物移転補償金」という。）６６２４万１

０００円、工作物移転補償金（以下「本件工作物移転補償金」という。）１０８２万
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８９００円、立木移転補償金（以下「本件立木移転補償金」という。）２１７万７０

００円、動産移転補償金（以下「本件動産移転補償金」という。）６７万３６００円

及び移転雑費補償金（以下「本件移転雑費補償金」という。）３３２万３１００円を

支払う旨の契約（以下「本件補償契約」という。）を締結し、平成１４年３月５日に

５８２４万３６００円、同年９月２６日に２５００万円の支払を受けた。（乙１０） 

 原告は、代替資産として、平成１３年１２月７日、丙から、山形県東村山郡の土地

を取得し、平成１４年３月５日に３６１５万３６８２円を支払い、前記各土地に居宅

を新築し、その代金として、丁に対して同年１２月３０日に９６７万７３１５円、平

成１５年１１月３０日に２９００万円を支払い、Ａ株式会社に対して同年１０月３日

に４００万円を支払った。 

(5) 原告は、戊及びＢ（以下、両者を併せて「戊ら」という）。に対して、平成１４年

５月２２日、６０２番の土地７３７．８７平方メートルのうち３３０．５８平方メー

トル及び本件居宅を１２００万円で売却し、同日に２００万円、同年７月３０日に１

０００万円の支払を受けた。前記土地及び本件居宅に係る取得費は６０万円であり、

資産の譲渡に要した費用は０円であるから、分離長期譲渡所得（軽課分）の譲渡損益

は、１１４０万円の譲渡益となる。６０２番の土地は、同年６月３日付けで、６０２

番の土地３３０．５８平方メートル及び６０２番４の土地４０７．２８平方メートル

に分筆された。 

(6) 平成１４年分の原告の所得控除の額は１７６万６６００円である。 

(7) 原告は、山形税務署長に対し、平成１４年分の所得税について、別紙課税経緯一

覧表のとおり、平成１５年３月５日に確定申告書を提出し、その際に措置法３３条及

び措置法３５条の規定の適用を受けることを選択し、同月２６日に修正申告書を提出

し、平成１６年３月２６日に再び修正申告書を提出した。同日提出された修正申告書

には、本件土地の売却代金４８１万４０４０円、本件建物移転補償金６６２４万１０

００円及び本件工作物移転補償金１０８２万８９００円の合計額８１８８万３９４

０円について、措置法３３条の適用を受けることとし、代替資産の取得価額の合計額

７８８３万０９９７円との差額３０５万２９４３円が分離長期譲渡所得（特定分）に

該当するとし、収入金額３０５万２９４３円から取得費１５万２６４７円を控除した

２９０万０２９６円を譲渡益とし、戊及びＢに対して土地を売却した結果発生した譲

渡益１１４０万円、山形市に土地を売却した結果生じた譲渡損失４６１万８７４０円

及び平成１４年分の事業所得の損失額４６万０５１３円との間で損益の通算をして、

措置法３５条の適用を選択して同条１項に規定する特別控除額を控除すると、分離長

期譲渡所得の額が０円となり、総合長期譲渡所得の額が８０万８５００円、一時所得

の額が１７４万８３５０円、総所得の額が２５５万６８５０円となる旨記載されてい

た。 

 山形税務署長は、平成１７年３月４日付けで、原告に対し、更正の理由を付記する

ことなく、本件建物移転補償金６６２４万１０００円について措置法３３条１項を適

用せず、一時所得になるものとして、分離長期譲渡所得の額が０円、総合長期譲渡所

得の額が７５万５５７５円、一時所得の額が３４８６万８８５０円、総所得の額が３

５６２万４４２５円になるとして、所得税の額を９７２万３８００円とする本件処分
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を行った。 

(8) 本件処分後の経過は、別紙課税経緯一覧表のとおりであり、原告は、平成１７年

４月２８日に本件処分に対する異議申立てをしたが、山形税務署長は、同年７月６日

付けで、前記異議申立てを棄却する旨の決定をし、原告は、平成１７年７月８日に前

記異議決定書謄本の送達を受けて、同年８月７日に国税不服審判所長に対して審査請

求をしたが、同審判所長は、平成１８年３月３０日付けで、前記審査請求を棄却する

旨の裁決をし、原告は、平成１８年９月３０日に本訴を提起した。（甲４、５） 

４ 争点 

(1) 本件建物移転補償金が一時所得に係る総収入金額に算入されるか。 

(2) 本件処分に理由付記のないことは、憲法１３条、同３１条又は同２９条の趣旨に

反し、行政手続法１４条に違反するか。 

５ 当事者の主張 

(1) 争点(1)について 

ア 被告の主張 

(ア) 措置法３３条１項は、個人の有する資産が収用等された場合において、収用

等に伴って取得した補償金等の全部又は一部に相当する金額をもって代替資産

を取得したときは、納税者の選択により、その収用等による資産の譲渡によって

取得した補償金等の額がその代替資産の取得価額以下である場合にあっては、そ

の資産の譲渡はなかったものとし、その補償金等の額がその代替資産の取得価額

を超える場合にあっては、その譲渡資産のうち、その超える金額に相当する部分

について譲渡があったものとすることができる旨規定している。同項が適用でき

る場合として、同項各号に列挙されているところ、２号において「資産について

買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとな

る場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき」は、同項を適用

できる旨規定している。 

 措置法３３条３項２号は、土地等が措置法３３条１項２号の規定に該当するこ

とになったことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に

基づく収用をし、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、こ

れらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるもの

を取得するときには、その補償金又は対価の金額をもって措置法３３条１項に基

づく「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の対象となる補償金

等の額とみなす旨規定している。そして、当時の租税特別措置法施行令（以下「措

置法施行令」という。）２２条１３項２号は、当該資産の損失につき土地収用法

８８条により受けた補償金その他これに相当する補償金が、措置法３３条３項２

号に規定するこれらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政

令で定める補償金に当たる旨規定している。これは、資産について土地収用法等

の規定によって収用され、又は買い取られる場合は、原則として、その資産を収

用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られ、収用される土地

の上にある物件については、収用委員会の収用の裁決があった場合に限り収用が

できることから、その収用の裁決がない限り措置法３３条は認められないが、収
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用される土地の上にある物件の除却（取壊し）等は、土地の収用等と同じ性格の

ものであるから、むしろ収用に準じて「収用等に伴い代替資産を取得した場合の

課税の特例」を認めることが相当であり、土地収用法等の規定に基づき収用され

た土地の上にある建物等について買い取られ対価を取得した場合若しくはその

建物等の取壊しにより生じた資産の損失について補償金又は対価を取得した場

合には、その収用等される資産について譲渡があったものとみなし、その譲渡に

よって生じた所得について、土地収用の場合と同様の措置法３３条の適用を認め

ることとされているものである。 

 ところで、土地が収用された場合、その上にある建物等に対して交付される補

償金には、その取壊し又は除去により生ずる損失の補償として交付されるものと、

その移転に要する費用の補償として交付されるものとがあるが、建物等の取壊し

による損失補償金（措置法施行令２２条１３項２号に掲げるものに限る。）は、

措置法３３条３項２号の規定により対価補償金とみなされて措置法３３条が適

用されるのに対し、建物等の移転補償金については、このような特別の規定がな

いため、現実に建物等を取り壊した場合であっても措置法３３条の適用がないこ

とになり、課税上このような差異が生ずるのは、課税の公平の見地から好ましく

ないことから、土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある建物又は構築物を

引き家又は移築に要する費用の補償として交付を受ける補償金であっても、その

交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、その実態に着

目して、当該補償金は当該建物又は構築物の対価補償金に当たるとし措置法３３

条の適用を受けることができることとしている（措置法通達３３－１４）。 

 なお、措置法３３条５項は、措置法３３条１項１号等に規定する補償金の額は、

名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、

収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以

外の金額を含まない旨規定している。これは、収用等に伴い交付を受ける補償金

のなかには、種々の名目を有する補償金があるが、これらの補償金のうち措置法

３３条の適用対象となる補償金は、措置法３３条が譲渡所得に関する特例である

ことから、補償金の名義いかんにかかわらず、収用等をされた資産そのものの対

価としての性格を有する補償金、すなわち、対価補償金に限られ、収益補償金、

移転補償金その他対価補償金としての実質を有しない補償金は、これに含まれな

いこととされているものである。 

(イ) 収用等に伴い交付される補償金等のうち、措置法３３条が適用されるのは、

措置法３３条５項によれば、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡の目的と

なった資産の収用等の対価たるものに限られるから、資産の移転に要する費用の

補てんに充てるものとして交付を受ける移転補償金には、別に定める場合を除き

措置法３３条が適用されないことになる。 

 本件の場合、土地収用法の収用を前提とした山形県からの公共事業用資産の買

取り等の申出に応じて契約を締結した任意買収であるから、措置法３３条の規定

を適用する場合、措置法３３条１項２号に該当するところ、同号では「資産が買

い取られ、対価を取得するとき」と規定していることからも明らかなように、対
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価補償金がその対象となる。 

 しかしながら、本件建物移転補償金は、本件居宅及び本件物置・車庫を移転す

るために要する費用が補償されたものであり、対価補償金とは認められないから、

措置法３３条１項を適用できない。 

 次に、本件建物移転補償金の対象となった本件居宅は、本件補償契約締結後、

工事区域外に移転されることなく戊らに譲渡され、戊らにおいて、自己所有の６

０２番の土地に曳行移転され、現在も戊ら所有の建物として存し、また、本件建

物移転補償金の対象となった本件物置・車庫は、原告所有の６０２番４の土地に

原告所有の建物として現存していることからも明らかなように、本件居宅及び本

件物置・車庫が取り壊されている事実は認められない。したがって、本件居宅及

び本件物置・車庫は建物自体の資産価値が失われておらず、本件建物移転補償金

は、建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金としての実質が認められない

から、措置法３３条３項２号を類推適用して、措置法３３条１項の対象となる補

償金に該当するとは認められない。 

(ウ) 以上述べたとおり、本件建物移転補償金については、措置法３３条の適用を

受けることはできない。そうすると、本件建物移転補償金は、利子所得、配当所

得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る

収入金額のいずれにも該当せず、しかも一時に偶発的に生じ、労務その他の役務

の対価としての性質を有しないものであることが明らかであるから、その金額は、

一時所得に係る総収入金額に算入されることになる（所得税法３４条１項）。 

イ 原告の主張 

(ア) 措置法３３条の趣旨は、土地が土地へ、建物等が建物等へ、場所の変更はあ

ったものの、収容される以前と同じ状態に変更されている場合に、その経済実態

に変更がないこと、未だ何らの所得を得ていないと評価されることなどの理由に

基づき、当該譲渡がなかったものとして取り扱うことができるとした規定である。

本件について、この法律の趣旨を端的に解釈して、後記のとおり、措置法３３条

が適用されるべきである。 

(イ) 原告は、山形県が施行した一般県道Ｃ緊急地方道路整備事業工事により、平

成１３年２月７日、同県に対し、本件土地を売り渡し、本件土地上の建物及び他

の物件に係る損失移転補償を受けた。原告は、新たに自宅を建築しなければなら

なくなり、同県のあっせんで、同県東村山郡の宅地を買い受け、居宅を建築した。 

 原告は、山形県に売り渡した本件土地の隣接部分が原告に残されたので、これ

を分筆してそのうち３３０．５８平方メートルを戊らの求めに応じて譲渡するこ

ととした。その土地の時価が１坪当たり１２万円程度であり、希望地についてそ

の額による取引事例があったため、代金額を１坪当たり１２万円とすることに合

意し、代金の合計を１２００万円と定め、平成１４年５月２２日にその旨の売買

契約を締結した。この時点では、戊らに売り渡す物件は、本件土地のみであり、

本件土地上の建物は、対象としておらず、原告が取り壊すことを予定していた。

戊らは、本件土地の購入資金を借り入れることにしていたＤ金庫から指導を受け、

原告に対して、買受人が居住する地上建物が存在することが融資の条件とされて
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いるので、本件居宅を買い受けることにして、本件居宅にも売買対象として値段

をつけるように要望した。原告は、本件土地だけでの譲渡を承諾していたが、戊

らの要望に添いたいと考えて、本件土地の代金が１０００万円、本件居宅の代金

が２００万円である旨記載された売買契約書を作成した。 

 かかる経緯であるから、前記売買契約書における本件居宅譲渡の合意部分は、

融資の便宜のために戊らに協力した結果にほかならず、原告の意識としては、本

件居宅を本件土地とは別の独立した有価物として売り渡して所得を得ようとい

う意思は全くなかった。戊らが本件居宅について曳行移転を行ったが、原告がこ

れを行ったのではなく、実質的には本件居宅の敷地としての本件土地を譲渡した

だけである。本件居宅の対価を収受したことはなく、２００万円という価額は戊

らに要望に応じた結果であり、本件居宅の売買による経済的利益を受けていない。 

 土地収用法３条１項１項に基づく山形県の道路造成事業において、山形県土木

部の補償基準及び同細則により、本件居宅及び本件倉庫・車庫につき、再築工法

により他の場所に移転するための費用として本件建物移転補償金が支払われる

こととされた。原告は、本件居宅及び本件倉庫・車庫につき、同県東村山郡の土

地上に移転して新たに建築した。この建物移転行為は、措置法３３条１項及び措

置法３３条３項の趣旨及び要件に適っている。 

(ウ) 本件における山形県の収用事業の根拠法は、土地収用法３条１項１号である。

同法により収用され又は買い取られる資産は、原則としてその資産を公共事業の

用に直接供されるものに限られる。したがって、収用の目的となった土地等の損

失補償については、その額が資産の譲渡の対価であると認識され、譲渡所得とし

て課税される。このことは、自然の理である。これに対し、土地の上に建物その

他の物件が存する場合、その物件に対する補償として、移転料を補償してこれを

移転させなければならないとされている。この移転料の性質は、物件移転に対す

る補償であり、本来の意味では資産の譲渡に対する対価としての性質を有しない。 

 山形県の補償基準によれば、「物件を移転させるときは、通常妥当と認められ

る移転先を残地又は残地以外の土地のいずれかとするについて認定を行ったう

えで、当該認定にかかる移転先に建物を移転するのに通常妥当と認められる移転

工法の認定を行い、当該移転先に当該移転工法により移転するのに要する費用を

補償する。」とされている。その場合の移転工法につき、具体的には、①再築工

法、②曳家工法、③改造工法、④復元工法及び⑤除却工法があり、本件において

は再築工法により金額が算出された。再築工法による補償においては、「建物の

現在価額＋運用益損失額＋取壊工事費－発生廃材」の総額をもって補償金とする

べきものとされている。 

 土地が収用された場合、建物等の取壊又は除却による損失補償金の収入につき、

措置法３３条３項２号により、収用等による譲渡があったものとみなされ、措置

法３３条が適用される。これに対し、建物等の移転補償金については、措置法３

３条１項の直接適用がない。しかし、建物移転補償金の交付を受けた者が、これ

を交付の目的に従って建物そのものを移築すること及び建物移転補償金をその

費用に充てることは稀である。一般社会の現実においては、建物移転補償金を原
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資として、当該建物を除却又は処分するとともに、これに相当する代替資産を取

得するのが通例である。よって、建物移転補償金に対しては、措置法３３条３項

２号を適用したうえで措置法３３条１項の適用を肯定するべきである。 

 原告は、本件居宅を戊らに売り渡すという形式により、その資産価値を失い、

その売却により、その後戊らが本件建物を本件土地から除却して原告が自ら取り

壊したのと同様の効果を実現している。その事実により、本来の道路用地買収者

である山形県に対する関係において、更地にして引き渡すべき義務を実行してい

る。他方、別の土地に居宅を新築し、従前の土地から現実に転居しており、本件

建物移転補償金の収入がその建築費用に充てられている。これにより、その補償

金収入相当の価値が原告の手元に残された事実はなく、所得税課税の実質的根拠

となるべき担税能力がない。よって、本件建物移転補償金については、措置法３

３条１項及び措置法３３条３項２号により、譲渡所得に区分されるべきである。 

(2) 争点(2)について 

ア 原告の主張 

 本件処分の更正通知書には、更正前後の税額とその差額が記載されているのみで、

その課税根拠及び算出方法の記載がなく、納税者がその納税義務の理由と内容を認

識して理解することが不可能である。 

 本来、更正の文書には、決定を受けて納税する者がその記載内容を理解して納得

できるだけの完結した情報が記載されるべきである。この視点から検討するに、前

記更正通知書には、原告において認識理解するに足りる課税情報が含まれておらず、

国家権力が主権者たる国民（納税者）に対して強制的に税金を賦課するに足りる文

書としての要件を備えていない。 

 のみならず、前記更正通知書の書式に「この処分の理由」欄が設けられているに

もかかわらず、山形税務署長は、この文字をことさらに抹消して頑なに処分理由を

付さないという積極的意志を表示している。実質的理由ないし根拠を示さないとい

う態度を明示して、国民・納税者に敵対し、かつ、挑発するかのごとき外形を示し

ている。 

 本件処分を受けた原告としては、これに納得できない状況の中で、山形税務署長

の主張する結論に従って更正された税額を支払わざるを得ないことなどにより、自

己の金銭的負担を強いられる。さらに、本件のごとき異議申立て及び審査請求の不

服申立手続並びにその後の行政訴訟を実行する場合において、その手続きを実行す

るための資料調査や専門家への依頼など多くの労力と経済的負担を余儀なくされ

る。 

 国民に対して前記のような負担と損失を強いる本件処分は、第１に憲法の定める

適正手続の保障（憲法１３条、３１条など）及び財産権の補償（憲法２９条）の趣

旨に反し、同時に行政手続法１４条に違反している。 

イ 被告の主張 

(ア) 所得税法１５５条２項では、更正通知書に理由の付記を要する更正について、

「居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは

山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合」と規定し、括弧書きにおいて、



11 

同法１５５条１項１号に規定する「その更正が不動産所得の金額、事業所得の金

額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第６９条から第７１条

まで（損益通算及び損失の繰越控除）の規定の適用について誤りがあったことの

みに基因するものである場合」の更正については、その理由の付記を要しないと

されている。本件において、青色申告の承認を受けていたのは、不動産所得及び

事業所得であり、本件処分は青色申告の承認を受けた所得以外の所得である譲渡

所得及び一時所得に関するものであるから、理由の付記は要しないというべきで

ある。したがて、本件処分をするにつき、理由の付記をしなかったことは違法で

はない。 

(イ) 一般的に行政処分に理由付記が要求されるのは、処分庁の判断の慎重さと公

正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせるこ

とによって不服申立ての便宜を図ることにあるところ、青色申告書によらない申

告に係る所得税の更正処分については、不服申立手続において処分庁から処分理

由が明らかにされることが予定されているのであるから、青色申告書によらない

申告に係る所得税の更正処分の理由付記が法律上要求されていなくても不合理

であるとはいえない。 

 憲法２９条１項は、私有財産制を制度的に保障するとともに、国民の個々の財

産権を基本的人権として保障しているところ、同条２項は、立法府が社会全体の

利益を図るために財産権に規制を加えることの根拠と解されている。租税は、一

方的・権力的課徴金の性質（租税の権力性）を持ち、国民の富の一部を強制的に

国家の手に移す手段であり、国民の財産権への侵害の性質を持たざるを得ないと

ころ、租税のこのような性質から、租税の賦課徴収が必ず法律の根拠に基づいて

行わなければならないとされているのである。よって、課税庁が、租税法規の定

めるところにより適正な手続に基づいて課税した場合、財産権の侵害とはならな

いと解すべきである。 

 行政手続法が規定している処分、行政指導及び届出に関する手続については、

他の法律に特別の定めがある場合を除き、同法の定めるところによるとされてい

る（同法１条１項）。国税に関する法律に基づく処分は、①金銭に関する処分で

あり、処分内容をまず確定し、その適否については、むしろ事後的な手続で処理

することが適切であること、②主として申告納税制度の下で、各年又は各月ごと

に反復して大量に行われる処分であること等の特殊性を有していることに加え、

③限られた人員をもって適正に執行し公平な課税が実現されなければならない

ものであることを勘案して、その手続は全体としていかにあるべきかという観点

から、国税通則法及び各税法において必要な範囲の手続が規定されている。そこ

で、国税に関する法律に基づく処分には行政手続法第２章及び第３章は適用され

ないこととされているのであるから、国税通則法２４条に基づく本件処分に行政

手続法の適用がないことは明らかである。 

 以上述べたとおり、本件処分において理由の付記がないことが憲法１３条、同

３１条、同２９条及び行政手続法１４条に違反するという原告の主張は、失当と

いうべきである。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)について 

(1) 証拠（甲３ないし５、乙６ないし２９）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が

認められる。 

ア 原告は、昭和５８年７月１４日、相続により、６０２番の土地９０９．８１平方

メートルを取得し、その後、同土地上に本件居宅及び本件物置・車庫を新築して居

住していた。本件物置・車庫は、本件居宅の附属建物として登記されていた。（乙

１１、１３、２７・２頁） 

 山形県は、土地収用法３条１号に基づき、一般県道Ｃ緊急地方道路整備事業工事

（以下「緊急道路整備事業工事」という。）を施行していたところ、本件土地を緊

急道路整備事業工事の用に供する必要があったことから、平成１３年１１月３０日、

原告に対し、本件土地の買取り及び本件土地上に存する物件の移転について、公共

事業用資産の買取り等の申し出を行った。（乙６、８） 

 原告は、平成１３年１２月７日、前記申し出に応じることにして、本件土地を４

８１万４０４０円で山形県に売却し、同県が本件土地の取得に係る代替地として丙

から譲り受けた同県東村山郡の土地を同額で買い受けた。原告は、同日、同県との

間において、本件補償契約を締結し、同県から平成１４年３月５日に５８２４万３

６００円、同年９月２６日に２５００万円を受領した。原告が本件補償契約に基づ

き同県から受領した金員の内訳は、本件建物移転補償金６６２４万１０００円、本

件工作物移転補償金１０８２万８９００円、本件立木移転補償金２１７万７０００

円、本件動産移転補償金６７万３６００円及び本件移転雑費補償金３３２万３１０

０円であった。本件補償契約締結の際に作成された「物件移転および損失補償に関

する契約書」と題する書面には、本件建物移転補償金が移転料である旨記載され、

山形県が原告に対して平成１３年１２月７日付けで交付した「公共事業用資産の買

取り等の証明書」と題する書面にも、本件建物移転補償金が移転料である旨記載さ

れていた。（乙９、１０） 

イ 戊らは、平成１４年５月２２日、原告から、６０２番の土地７３７．８７平方メ

ートルのうち３３０．５８平方メートル及び本件居宅を１２００万円で買い、手付

金２００万円を支払った。この際、本件物置・車庫は、戊らに対して売却されず、

現在も原告が所有している。（乙１０、１７） 

 ６０２番の土地が、平成１４年６月３日、６０２番の土地３３０．５８平方メー

トル及び６０２番４の土地４０７．２８平方メートルに分筆されたため、本件居宅

及び本件物置・車庫が６０２番、６０２番３及び６０２番４にまたがることとなっ

た。本件物置・車庫が、同月１１日、本件居宅の附属建物から家屋番号６０２番４

の主たる建物に分割登記され、同時に、本件居宅の所在する地番が６０２番及び６

０２番３に、本件物置・車庫の所在する地番が６０２番４になった旨登記された。

（乙１１、１７） 

 ６０２番の土地及び本件居宅について、平成１４年７月１１日、原告から戊らに

対して所有権が移転した旨登記された。（乙１１） 

 戊らは、平成１４年８月５日、本件居宅を６０２番に曳行移転した。同月９日、
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前記曳行移転により、本件居宅の所在する地番が６０２番及び６０２番３から６０

２番になった旨登記された。（乙１１） 

 本件居宅及び本件物置・車庫は、現在まで取り壊されていない。（甲５・１０頁、

乙１１、１７） 

ウ 山形県は、昭和３８年２月２８日、「山形県土木部に属する公共事業に必要な用

地の取得または事業の施行に伴う損失補償基準及び同細則」と題する訓令（以下「山

形県補償基準」という。）を制定し、任意買収における損失補償においても、山形

県補償基準に基づいて補償額を算出している。（乙２９） 

 山形県補償基準２８条１項は、取得する土地に取得しない建物等があるときは、

当該建物等の通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によ

って移転するのに要する費用を補償する旨規定し、同２９条は、建物等を移転する

ことが著しく困難であるとき又は建物等を移転することによって従来利用してい

た目的に供することが著しく困難になるときは、当該建物等の所有者等の請求によ

り、当該建物等を取得する旨規定しており、公共事業に必要な土地を取得する際、

当該土地上にある建物に対する損失補償は、建物を移転するのに要する費用を支払

うことによって行うのが原則となっている。（乙２９） 

(2) 前記(1)のとおり、山形県が本件土地を取得したのは、緊急道路整備事業工事の用

に供するためであって、同県が本件居宅など本件土地上にある物件を取得していない

こと、本件補償契約が締結された際に作成された書面にも、本件建物移転補償金が移

転料である旨明示されていること、山形県補償基準の規定によれば、同県が公共事業

のために土地を取得する場合、その土地上にある建物等については移転に要する費用

を補償するのが原則となっていることなどに鑑みれば、本件建物移転補償金は、本件

土地上にある建物を移転するのに要する費用を補償するものであって、前記建物の対

価として支払われたものとは認められない。 

 そして、本件建物移転補償金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給

与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額のいずれにも該当せず、し

かも一時の所得で労務その他の役務の対価としての性質を有しないものであること

が明らかである。よって、その金額は、一時所得にかかる総収入金額に算入すべきで

ある。 

(3) この点、原告は、本件建物移転補償金にも措置法３３条３項２号を適用して、措

置法３３条１項に基づく課税の特例を認めるべきである旨主張するので、以下、これ

について検討する。 

 措置法３３条５項によれば、措置法３３条１項に規定する収用等に伴い代替資産を

取得した場合の課税の特例が適用される補償金は、その名義がいずれであるかを問わ

ず、資産の収用等の対価を有するものに限られており、収用等に際して交付される移

転料その他資産の収用等の対価たる性質を有しない補償金は、前記特例の対象とはさ

れていない。そのため、土地の収用及び収用権を背景とした土地の任意買収などが行

われた際に、起業者が取得した土地の上にある建物について、起業者から移転するた

めの費用及び移転に伴い通常生じる損害を填補するための補償金を受領しても、その

補償金は、一時所得の収入金額となり、その交付の目的に従って支出した場合に限り、

【判示(1)】 
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当該支出した額のみ収入金額に算入されないことになるのが原則である（所得税法４

４条）。ところで、土地のみが収用されたり、収用権を背景として土地のみが買収さ

れる場合、土地の上にある建物について交付される補償金には、その取壊し又は除去

により生じる損失の補償として交付されるものとその移転に要する費用の補償とし

て交付されるものとがあるが、起業者が建物の取壊しにより生じる損失を補償する場

合、措置法施行令２２条１３項２号に掲げるものである限り、措置法３３条３項２号

により前記特例の適用を受けられるのに対し、起業者が建物の移転に要する費用を補

償する場合は、このような特別の規定がないために、現実に建物を取り壊しても、前

記特例の適用を受けられないと解することができそうである。 

 しかし、土地を収用されたり、収用権を背景にした土地の買収に応じて、土地の上

にある建物の移転に要する費用の補償を受けても、これを交付の目的に従って建物の

移転の費用に充てることは少なく、通常は建物移転補償金を当該建物を取り壊して代

替建物を取得する費用に充てるのが我が国の実情である。かかる実情に鑑みれば、起

業者が建物の移転に要する費用を補償した場合、当該建物が現実に取り壊されても、

前記特例の適用を受けられないとするのは、措置法３３条の趣旨が、強制的な収用又

は収用権を背景とした買取りにより生じた収入金額について全額を課税の対象と代

替資産の取得を阻害することになるので、これを回避するため、その収入金額につい

て直ちに課税をしないで、譲渡所得の金額の計算については、その収用等によって譲

渡した資産のうち再投資によって取得した代替資産の取得金額に相当する部分につ

いては、譲渡がなかったものとみなして、課税の繰延べを認めるものであるから、こ

の趣旨にそぐわないものである。また、起業者が、収用又は買収の対象となった土地

の上にある建物について、当該建物が現実に取り壊された場合に、その取壊し又は除

去により生じる損失を補償するか、その移転に要する損失を補償するかによって、前

記特例の適用の有無について差異が生じるのは、課税の公平を害するおそれがある。 

 そうすると、土地を収用されたり、収用権を背景にした土地の買収に応じて、起業

者からその土地の上にある建物の移転に要する費用の補償を受けた者が、当該建物を

取り壊して代替資産を取得した場合には、措置法３３条の趣旨に照らし、当該補償金

について、当該建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金に該当するものとして、

前記特例の適用を認めるべきである。 

 しかしながら、本件の場合、前記(1)のとおり、本件土地の上にあった本件居宅は、

原告から戊らに対して譲渡された後、取り壊されることなく、本件土地から６０２番

の土地に曳行移転され、現在も同土地上に存在しており、本件居宅の附属建物であっ

た本件物置・車庫も、取り壊されずに、家屋番号６０２番４の主たる建物に分割登記

されて、現存していて建物自体の資産価値は失われていない。 

 よって、本件土地上にある建物を移転するのに要する費用を補償するため交付され

た本件建物移転補償金について、前記建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金

に該当するとして前記特例の適用を認めることはできず、この点に関する原告の主張

は理由がない。 

２ 争点(2)について 

(1) 所得税法１５５条２項は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、

【判示(2)】 

【判示(3)】 

【判示(4)】 
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退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額を更正する場合、更正通知書に

理由を付記すべき旨規定しており、青色申告と白色申告とによって差異を認めている。

これは、同法が青色申告書提出承認のあった所得については、その計算を法定の帳簿

書類に基づいて行なわせ、その帳簿書類に基づく実額調査によらないで更正されるこ

とのないように保障している関係上、その更正にあたっては、特にそれが帳簿書類に

基づいていること、あるいは帳簿書類の記載を否定できるほどの信憑力のある資料に

よったという処分の具体的根拠を明確にする必要があり、かつ、それが妥当であると

したからにほかならない。とすれば、前記理由の付記は、法定の帳簿書類に基づいて

計上される青色申告書提出承認のあった所得について更正のあった場合に限られる

べきであって、青色申告に対する更正であっても、それ以外の部分に関する場合には、

白色申告に対する更正と同様に処理すれば足り、更正通知書に理由の付記を要しない

ものであると解すべきである。 

 本件においても、前記前提事実のとおり、原告が青色申告の承認を受けていたのは、

不動産所得及び事業所得についてであって、本件処分は、青色申告の承認を受けてい

ない譲渡所得及び一時所得に関するものであるから、本件処分に係る更正通知書に更

正の理由が付記されていなくても、違法ではないというべきである。 

(2) 原告は、本件処分に理由付記のないことが憲法の定める適正手続の保障の趣旨に

反する旨主張する。 

 しかしながら、行政処分については、憲法３１条による適正手続の保障が及ぶと解

すべき場合があるにしても、それぞれの行政目的に応じて多種多様であるから、常に

必ず行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与え、事後に理由を提示す

るなどの一定の手続を必要とするものではない。 

 国税に関する法律に基づく処分は、主に申告納税制度が採用されているため、多数

の申告納税者に対して各年又は各月毎に反復して行わなければならないという特殊

性を有している。国税に関する法律に基づく処分の一つである更正処分についても、

その例外ではなく、比較的大量の事案を限られた人員で短期間のうちに行うことが要

請されており、単に納税者の利益の保護の観点からすべての更正処分に理由の付記を

要求すれば、迅速で能率的な課税行政の遂行を妨げることになる。そこで、法は、納

税者の利益保護と課税行政の迅速で能率的な遂行の要請を調整するため、青色申告の

普及を促進する点をも考慮して、更正処分の際の理由付記を青色申告に限定して要求

したものと解され（国税通則法２８条２項、所得税法１５５条２項、法人税法１３０

条２項）、青色申告以外の申告に係る更正処分について理由付記を要求しないことに

も相応の合理性が認められる。よって、理由付記のないことの故をもって直ちに、本

件処分が適正手続の保障を定める憲法３１条の法意に反するということはできず、原

告の前記主張は理由がない。 

(3) 原告は、本件処分に理由付記のないことが財産権の保障（憲法２９条）の趣旨に

反する旨主張する。 

 日本国憲法は、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うこ

とを定め（憲法３０条）、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又

は法律の定める条件によることを必要としており（憲法８４条）、課税要件及び租税

【判示(5)】 

【判示(6)】 

【判示(7)】 
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の賦課徴収の手続は、すべて法律で定めなければならないのと同時に法律の定めると

ころに委ねられていると解される上、前記のとおり、青色申告以外の申告に対する更

正処分をする当たり、理由の付記を要しないとすることにも相応の合理性が認められ

る。よって、所得税法が青色申告以外の申告に対する更正処分に係る更正通知書に理

由の付記をしなければならない旨規定しないことが憲法２９条１項に違反している

とはいえないし、所得税法の規定に従って理由の付記をせずに本件処分を行ったこと

をもって憲法２９条１項の趣旨に反するということもできず、原告の前記主張も理由

がない。 

(4) 原告は、本件処分に理由付記のないことが行政手続法１４条に違反する旨主張す

る。 

 国税通則法７４条の２第１項によれば、国税に関する法律に基づき行われる処分及

び公権力の行使に関する行為については、行政手続法第３章の規定が適用されない旨

規定されているところ、更正処分は国税通則法２４条に基づき行われる処分であるか

ら、不利益処分の理由の提示について定めた行政手続法１４条は更正処分に適用され

ない。したがって、原告の前記主張も理由がない。 

３ 本件処分の適法性 

(1) 前記前提事実のとおり、原告の平成１４年分の事業所得の金額は、５０万６６０

９円の損失である。 

(2) 総合長期譲渡所得に係る収入金額は、本件立木移転補償金２１７万７０００円で

あり（乙８、１０）、その取得費は、収入金額の１００分の５に相当する１０万８８

５０円であるから、その譲渡益は、２０６万８１５０円である。 

 前記１のとおり、本件建物移転補償金は一時所得となるから、分離長期譲渡所得（特

定分）に係る収入金額は、山形県に対して本件土地を売却した売買代金４８１万４０

４０円及び本件工作物移転補償金１０８２万８９００円の合計額である１５６４万

２９４０円となる。原告は、前記前提事実のとおり、平成１４年分の所得税を申告す

る際、前記売買代金及び本件工作物移転補償金について、措置法３３条の規定の適用

を受けることを選択したところ、本件土地を売却した売買代金及び本件工作物移転補

償金の合計額は、代替資産の取得価額である７８８３万０９９７円以下であるから、

措置法３３条１項、２項により、その譲渡がなかったものとされるため、分離長期譲

渡所得（特定分）に係る譲渡損益は発生しない。 

 前記前提事実のとおり、分離長期譲渡所得（一般分）に係る譲渡損失は４６１万８

７４０円、分離長期譲渡所得（軽課分）の譲渡益は１１４０万円となるので、譲渡損

益の相殺を行って前記譲渡益から前記譲渡損失を控除すると、前記譲渡損失は０円、

前記譲渡益は６７８万１２６０円となる。 

 その結果、総合長期譲渡所得の金額は、譲渡益２０６万８１５０円から譲渡所得の

特別控除額５０万円を控除した１５６万８１５０円となり、分離長期譲渡所得（一般

分）及び分離長期譲渡所得（特定分）の金額は０円となり、分離長期譲渡所得（軽課

分）の金額は、６７８万１２６０円となる。 

(3) 一時所得に係る収入額は、本件動産移転補償金６７万３６００円、本件移転雑費

補償金３３２万３１００円及び本件建物移転補償金６６２４万１０００円の合計額

【判示(8)】 
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である７０２３万７７００円となる。前記収入を得るために支出した金額は０円であ

るから、一時所得の金額は、前記収入額から一時所得の特別控除額５０万円を控除し

た６９７３万７７００円となる。 

(4) 原告の平成１４年分の雑所得の金額は、４万６０９６円である。 

(5) 事業所得の損失５０万６６０９円については、まず雑所得の金額４万６０９６円

から控除され、さらに分離長期譲渡所得（軽課分）の金額６７８万１２６０円から控

除される。損益通算の結果、分離長期譲渡所得（軽課分）の金額は、６３２万０７４

７円となる。 

(6) 損益通算の結果、総所得金額は、総合長期譲渡所得の金額１５６万８１５０円の

２分の１である７８万４０７５円及び一時所得の金額６９７３万７７００円の２分

の１である３４８６万８８５０円の合計額である３５６５万２９２５円となる。 

 原告は、措置法３５条の規定の適用を選択しているから、損益通算後の分離長期譲

渡所得（軽課分）の金額である６３２万０７４７円から同条１項に規定する特別控除

額を控除すると、分離長期譲渡所得（軽課分）の金額は０円となる。 

(7) 課税総所得金額は、総所得金額３５６５万２９２５円から、原告の所得控除の合

計額である１７６万６６００円（前提事実(6)）を控除した３３８８万６３２５円で

あり、国税通則法１１８条１項により１０００円未満を切り捨てると、３３８８万６

０００円となる。 

(8) 所得税法８９条１項及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び

法人税の負担軽減措置に関する法律（平成１７年法律第２１号による改正前のもの。

以下「負担軽減措置法」という。）４条により算出した１００４万７８２０円から、

負担軽減措置法６条２項により定率による税額控除の額２５万円を控除し、国税通則

法１１９条１項により１００円未満を切り捨てると、原告の平成１４年分の所得税の

額は９７９万８０００円となる。 

 したがって、本件処分は適法である。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告の本訴請求は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について行政

事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

山形地方裁判所民事部 

裁判長裁判官 片瀬 敏寿 

   裁判官 鈴木 和典 

   裁判官 田中 良武 
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別紙 

課税経緯一覧表 

（単位：円） 

区分 
確定 

申告 

修正 

申告① 

修正 

申告② 

更正 

処分等 

異議 

申立て

異議 

決定 

審査 

請求 

審査 

裁決 

営業所得 △459,715 △459,715 △459,715 △459,715
事業

所得 
農業所得 △46,894 △46,894 △46,894 △46,894

不 動 産 所 得 0 0 0 0

雑 所 得 46,096 46,096 46,096 46,096

総 合 長 期 

譲 渡 所 得 
808,500 808,500 808,500 755,575

一 時 所 得 － 1,748,350 1,748,350 34,868,850

総 所 得 808,500 2,556,850 2,556,850 35,624,425

一般分 0 0 0 0

特定分 0 0 0 0

所
得
金
額 

分離長

期譲渡

所 得 

軽課分 0 0 0 0

所 得 金 額 か ら 

差し引かれる金額 
2,646,600 2,646,600 1,766,600 1,766,600

納 付 す べ き 金 額 0 0 63,200 9,787,000

棄却 

過 少 申 告 加 算 税  1,436,000

修正申

告②の

とおり

1,433,000 

修正申

告②の

とおり

棄却 
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決 定 

 当事者の表示 別紙１のとおり 

 上記当事者間の平成●●年（○○）第●●号所得税更正処分取消請求事件につき、平成２

０年１月１５日、当裁判所が言い渡した判決に明白な誤りがあるから、職権により、次のと

おり決定する。 

 

主 文 

 別紙２「更正前」欄の各記載を、同「更正後」欄の各記載にそれぞれ更正する。 

 

平成２０年１月２１日 

山形地方裁判所民事部 

裁判長裁判官 片瀬 敏寿 

   裁判官 鈴木 和典 

   裁判官 田中 良武 
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（別紙１） 

 

   当事者の表示 

原告         甲 

同訴訟代理人弁護士  長岡 壽一 

同補佐人税理士    渡邊 修孝 

被告         国 

同代表者法務大臣   鳩山 邦夫 

処分行政庁      山形税務署長 

           佐藤 恒夫 

被告指定代理人    市木 政昭 

同          斎藤 文雄 

同          林 広光 

同          小島 一俊 

同          東海林 秀一 

同          多田 誠 

同          後藤 武志 

同          佐藤 久実 

以上 
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（別紙２） 

記載箇所 更正前 更正後 

３頁２０行目 ４万９０９６円 ４万６０９６円 

６頁１１行目 ９７２万３８００円 ９７８万７０００円 

１２頁１行目 土地収用法３条１項１項 土地収用法３条１号 

１５頁６行目 したがて したがって 

１６頁１行目 （同法１条１項） （同法１条２項） 

１７頁１５行目 平成１３年１２月７日付け 平成１３年１１月３０日付け 

１８頁１３行目 昭和３８年２月２８日 昭和３９年２月２８日 

２６頁２行目 ９７９万８０００円 ９７９万７８００円 

 


